＜債　権　回　収＞
副題＝頭脳的な債権回収方法
鳥取県米子の経済情報誌へのシリーズ掲載より
筆者が意図したいテーマとしては、

＝　企業経営戦略としての危機管理における予防法務と周辺知識　＝
プロローグ（はじめに）
企業も人生のように
今更ながら月並みなことを言うようであるが、事業経営者が事業を創めるに当たり若しくは事業継続中にあっては、経営者及び契約管理担当者は誰よりも真っ先に知っておかねばならないことがある。と言えば、それが何であるかは、事業経営者でなくても、誰もが解っていると言われるようなことがある。それは企業も人と同様、人がこの世に生を受けたなら、人それぞれの目標に向かって人事を尽くし、生き続けなければならないように、企業もまた目的達成に向け、社会的使命を果たす上でも責任を持って営業活動を続けなければならないということである。
危機管理
企業が目的達成に向け、その活動の歩みを確実なものにするためには、経営陣や社員、従業員がそれぞれの立場で、その役割において、また企業組織全体としてのリスクコントロール＝リスクマネージメント（危機管理）が不可欠となる。それは、人が生をまっとうするために日頃からの健康管理が欠かせないことと同様なことであるように。
企業のリスクマネージメントの第一としては「動的リスク」に対するものと、第二としては「静的リスク」に対するものがある（通説）。また両者が競合するものもある（自説）。「動的リスク」とは、例えば経営者の経営全般に渉る経営手腕の問題として考慮すべきものであり、それは人の健康管理に例えて言うならば日頃からの適切なる食事や運動による体力造りがなされているかどうかである。「静的リスク」とは、不慮の自然災害や人為的事故（天災、火災、役員社員従業員の被災、不慮の事故、不祥事に因るもの）に備えることの問題として考慮すべきもので、それは人の健康管理に例えて言うならば病気や怪我などに備えての救急医療体制や医療療養施設、保健衛生体制等の整備のことなどであるが、実際においては前者（動的リスク）と後者（静的リスク）が複雑に絡み合って二次的に発生する問題として考慮されるべきものも少なくない。

『動的リスク』の具体例としては、営業担当者の契約手法上の過失による自社に対する損害の誘発がある。例えば相手方取引先との間における契約締結において、判断を誤り、自社にとって不利な契約を交わした場合、あるいは適法ながらも単に相手方取引先担当者の無知に乗じ、自社にとって一方的に有利過ぎるような契約の締結行為が齎すことになる自社に対する信用毀損行為など、このような利益優先のためには一見適切ながらも実質面では担当者の資質に起因するところの不適切な営業（契約）行為による信用低下の問題として考慮されるべきものも少なくない。

企業のモラルリスク
また実際に問題となっている典型的ケースの多くは利潤追求のためなら社会の要請は二の次にされるということもあり、それはバブルに沸く好景気当時より御座なりにされがちとなった企業モラルリスクの問題であり、そのことが最近になって特定の企業だけの問題ではなく、経済界全体おける経営者や社員の資質の問題として問い直されているのである。

それは一握りの企業により惹起された問題に過ぎないとは言え、経済界全体の土壌的体質としての見方からは、失われつつある企業全体の信頼の回復が求められているのであり、そのことに対する今後の取り組みや、そのあり方に対しては、国や自治体のみならず、社会一般巷間から余すところなく、消費者からは厳しい監視の目が注がれており、２１世紀に生き残れる企業は如何にあるべきかと言うことでは、その真価が問われているのである。その為今程、企業経営戦略の根幹を成すべきものは何であるかという視点に立った危機管理が最も重要な課題となっている時期はないのである。
事ある度に新聞やテレビで報道される企業の不祥事の中ではモラルリスクによるものが一際目立つが、そのような状況下でも一生懸命真面目に経営努力を続けている企業にあっては、例え他社の不祥事が自社とは無関係な事であるとしても、それらの出来事は自社の危機管理の強化を促す警鐘と受止め、一時たりとも油断してはならないのである。それは例え善意ながらも（相手方取引先の違法行為に利用されているとは知らずして）いつ何時でも相手方取引先との関わり方次第では同じような事件に巻き込まれかねないとも限らないということであり、まして今日のようになかなか先が見えてこない深刻な不況下にあっては、これまでの常識では想像し難いような危険が潜んでいることも敢えて想定しておくべきであり、そのような危険に対しては常に不測の事態に備え、これまでの数々の教訓的事例などの経験を活かしながら「リスクの多様化」に対応すべきである。
近年は不祥事による信用失墜や大規模リコール、巨額損失等の危機事例が相次いでおり、リスクの多様化というだけではなく、その被害の規模や範囲においても増大しているのである。教訓とすべき事例としては大企業の不祥事により中小零細企業が被害を被っているものが幾つかあるが、つい最近では某○○業㈱や○○食品㈱などの不良商品納入事件に加え、肉牛畜産及び酪農経営者にあっては、所謂ＢＳＥ問題では政府や担当省の危機管理意識の欠如により、事態は事業経営者の危機管理の問題にとどまらず大きな社会問題までに発展したことは記憶に新しいところである。

このような事例では大方の者が通常あってはならないという意識であるから、また、それらのことは誰もが予測し難いことから、そのような立場である生産加工卸売業者等の裾野業界にある全国各地の原料納入業者をはじめとする大店舗食品小売業界、レストラン、飲食店業界など食品関係事業者にあっては、この度のようなケースは、かつて一度も見られなかったことだけに、それは色々な意味で多大なる影響を受けることを余儀なくされたのである。その影響は今でも衰えることなく、中小零細企業の中には廃業や倒産あるいは転業を強いられるケースも出ているようである。
また、他でも商品に関しての不当表示に関する不祥事が頻発する中、どのような業種であっても、そのことは企業と雖も、その行動意志は人に拠ることだけに、そのような人の行動に関わる動的リスクの管理にあっては、これまでのような通り一遍等のシステムやマニュアルだけに頼るのではなく、先ずは企業の魂ともいうべき営業モラルについて再確認し、企業人たるもの自らが危機管理の対象となるべく姿勢を示し、会社組織全体の連帯強化、そのための意思疎通系統の情報化、透明化を図るなど、また社員の想像力による働きを旺盛にするための施策を実行し夫々が抱えている諸問題に対しては誰から言われるまでもなく自らが気付き、逸早く実行に移すという決断力ある者を人材として評価すべきである。　　　　　　
取引先のモラルリスク
人の意志にかかわるモラルリスクの問題は動的リスクの中でも、その管理においては最も難しい問題と言わねばならないが、それは例えば取引先に関して言えば、業種によっては把握し難いほど多数のうちの一相手方企業のことであるから、その企業の担当者の資質についてまで考慮し、場合によっては個人の信用についてまで考慮することの必要性が問われることもあるのだが、それがどこまで危機管理の一貫として具体的に可能なことなのかどうかということでは、個人情報保護のことなどから限界があり、それでは単に人を見る目を養うとか、取引当事者相互間における信頼関係構築のため努力をするというだけでは、猶問題解消とはならないのである。
リスク発生後の処理の難易も予防法務次第
そこで信頼関係を前提とした取引においても、なお発生しかねない諸々のリスクに対しては、できるだけ取引開始のための交渉（契約申込応諾）以前の段階から取引合意の段階（契約締結時）における予防法務（しっかりとした契約等で以って事後トラブらないようにするための法的対応技術としてのスキルやノウハウ）で以って出来るだけ厳格に対処することが望まれる。それは後になって不測の事態に立ち至った際の事後処理を容易ならしめる為にも常に予防法務を駆使しておかねばならないことを強調する意味合いのことである。
予防法務の基礎知識と契約自由の原則故の問題
商取引、商行為としての契約は判例をはじめ商法（商行為・商人は民法の特則たる商法に従う）民法、慣習法その他独占禁止法、中小小売商業振興法（フランチャイズ制の規制）、不当景品類及び不当表示防止法、下請代金支払遅延防止法、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引に関する法律（訪問販売・通信販売・マルチ商法の規制）などの諸規制法の他業種によっては、銀行法、貸金業の規制等に関する法律（貸金業法）、金融先物取引法、保険業法、証券取引法、建設業法、道路運送法（運送事業者）、道路運送車両法（自動車分解整備事業者）、古物営業法（中古車販売業者）、宅地建物取引業法（不動産業者）、電気通信事業法（プロバイダー）、薬事法（薬局・薬店）、旅行業法（観光業・旅行代理業当）風俗営業等の規制及び営業の適正化等に関するほう法律（（バー・キャバレー・スナック・スタンド等）、食品衛生法等により規律されているのであるが、一方では契約の自由（私的自治）という原則があるが故に（公序良俗及び強行規定に反しない限りにおいて当事者は契約を自由に交わすことができる）契約における要件や効果（効力）などの定め方によっては、その契約自体を以って当事者相互間の公平が当然に担保されるということにはならず、契約申込や契約応諾に際しては常にこの点を踏まえて慎重なる法律解釈及び法律判断の下に合意形成に漕ぎ着けるよう細心の注意を払うべきである。そのためには社内に専門の法務担当者がいない場合は、弁護士や行政書士などに相談を依頼し任せ委ねることが肝要である。
理想的な契約内容とはすべての不安解消の定めを多くすることである。

事業を営む者にとって、それが如何なる業種であろうとも自己（自社）と他人（他社）との間における何らかの契約を必ず締結することになる。それが例え口頭によるものであっても、何らかの取引を行うのであれば、そのことを当事者が合意すれば、それだけでも契約というものなのである。

では、取引を行っているからには、それが契約だということになると、それだけで安心して良いのかというと、そうではない。取引と言われるものは例えば商品とその代価（代金）、労務提供とその対価（報酬）の交換価値において当事者相互が等価と評価し、合意することで契約締結となるのが通常である。
しかし、そのことの合意だけでは、必ずしも公平な契約であるとは言えないのである。ある商品とその代価の等価交換というだけでは、同時履行（例：商品と代金を互いが同時に引渡し交換すること）の場合でも問題が起こることが多い。何故ならば、後で気付いたことだが、商品に疵（キズ）があったとか、代金として小切手や手形を受領したが不渡りになったということもある。
まして継続的取引（例：商品などを一定期間供給し、その代価は定めた期限ごとに支払うとする契約）においては、その契約の効果としての商品や労務の提供、それに対する代価や対価が将来に亘って難なく支払われるかどうかという不安があり、契約書中に、そのような長い間の不安解消のための定めがなければ契約としての合意には至らないのが普通である。
したがって、当事者相互において公平な契約とは、契約で定める当事者の権利義務（契約では当事者相互の債権債務及びその行使履行方法等）について取引開始から取引終了に至るまで、すべての不安を解消する内容でなければならないということになる。
それは取引開始可能という要件を満たすだけの内容ではなく、例えば商品の納期及び引渡場所は、何時、何処で於いて、それに対する代金の支払方法及び支払期限は現金振込で、あるいは手形で、何時までにということなど、その他一切の不安解消のために付する細かい諸条件等に加え、万が一契約不履行の場合における損害賠償や他の債権者のことも考慮に入れ、出来うる限り先順位の担保権（根抵当権や抵当権、質権など）の設定契約を求めるなどのこともある。
そのようにして、契約内容を詰めるための交渉過程においては、不安解消のための条件が出されるのであるが、当事者の資金調達能力、債務返済能力、担保提供のための資産能力等によっては、「与信管理」上、双方の条件が一致しないこともあり、それでも取引を成立させたいがためには、多少の不公平は止むを得ないということから、どちらか一方の当事者にとっては、不利な契約締結となる場合がある。
寧ろ当事者が対等な経済的地位にない場合は、それが普通なことであり、また当然なことともいうべき、それが一般的なのである。つまり、それが取引というものなのである。それが一方的にあまりにも有利な取引であるということでは、それは取引が駆引き（上手い取引の意）ということで呼ばれる所以である。もっとも駆引きの結果において、それが詐欺や脅迫若しくは意思表示の錯誤、虚偽表示になるような場合、あるいは契約の目的や内容自体が公序良俗や強行規定に反する場合は、その抵触する部分において法律上の取消しの主張や無効確認の対象となる。
法律は、“弱い者の味方をする”のではなく、"法律を知っている者を味方する"

契約の典型例としては、例えば弊社は某社と製造・加工・運送を目的とした『請負契約』を、あるいは原材料・部品・製品の仕入れ販売を目的とした『売買契約』を、機械・各種物品のレンタルやリースを目的とした『賃貸借契約』を、倉庫業における製品の保管委託を目的とした『寄託契約』を、銀行からの借入では『消費貸借契約』を交わしているという場合、それらの『請負契約』、『売買契約』、『賃貸借契約』、『寄託契約』、『消費貸借契約』なるものが自社にとって、どのような内容の権利義務になっているのかということになると、それは各契約当事者が相対する立場である以上、経済的に一方が強者であったり弱者であったりすると、それなりに法規制の範囲内での駆引きがあるのが普通であるから、その結果として、当事者のいずれかが契約上は優位な立場となるのが通例である。
換言すれば、それは取引交渉における上手下手の結果としてのことでもあり、あるいはまた信義則に反しない限りは、法に明るい者と疎い者との差が出るのも致し方のないことである。ちなみに一般の中には法は無知な者に対しても公平であり、法は正義の味方であるかのように思っている者が少なくないが、実はそうではない。別の言い方をすれば、『法律は、“弱い者の味方をする”のではなく、“法律を知っている者を味方する”という、ゴールデン・ルール、万人共通の土台があることを知ることだ。』この『“引用”』部分は筆者の知人でインターネットメーリングｰリスト会員としてお世話になっている札幌市の前田尚一弁護士のキャッチフレーズである。前田弁護士のＵＲＬを紹介しておきますので是非訪れて見て下さい。　http://www.smaedalaw.com/#dannkou　
そこで自社が相手方取引先と交わしている契約はどうなのだろうと改めて考えて見る時、果たして相手方の債務が不履行となった場合など不測の事態に照らして見たとき売掛債権の回収や相手方の契約不履行を原因とする契約解除に伴う損害賠償債権までも保証されているのであろうか、あるいは債権の回収を法的手段に訴えてと思っていても相手が破産してしまったらどうなのであろうか、相手方の破産まで想定し、担保や連帯保証人を付けていたが、債権自体が消滅時効の完成により行使できなくなっていたらどうすれば良いのだろう等々、の不安が残ることを考えると、そもそも完璧な契約というものは有り得ないのだろうかということにもなる。　　　　　
取引成立優先の契約は危険
とかく契約当事者としては、契約内容のことは、“そこそこ”にして事業を営む上での第一目的である利潤追求のため、売上高至上主義（営業成績至上主義）に陥り易く、その結果、契約は売り上げを伸ばすためのものであって債権回収等のためにならなくても、多少のことは止むを得ないということになりかねず、それで、日頃からの予測あるなしに拘わらず、突然ながら不測の事態に直面した場合、その契約の内容如何によっては、後々の事業継続が困難となり、ひいては経営破綻を余儀なくされるということも少なくないのである。
債権管理も予防法務（契約方法）次第
当然のことながら、そのような事態に至っては契約を遡及的に見直すということは出来得ないのであるから、契約法務（契約に際しては契約に関する一切の不安解消を目的に法技術を駆使し、契約書などを作成、取引をできるだけ有利なものにする仕事）に関しては、やはり第一に重要なのが予防法務ということであり、予防法務だけでは解決し難い問題に対して、第二に重要なのが所謂債権回収のための債権管理法務ということであるが、さらには最悪の事態に備えて（自社や取引先が破綻した場合）任意清算、特別清算、民事再生、会社更生、破産申立等に係る手続を主体とした各種手続法務が第三の法務として重要となるのである。
　　　
次回予告
そこで、本誌上では筆者が本誌発行者からのご依頼により、前述のうち第二の法務、つまり債権管理の基礎知織、とりわけ債権の回収方法についてシリーズとし解説していくこととなった次第である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【行政書士　根角香織】
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